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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次  
第50期
第２四半期
累計期間

第51期
第２四半期
累計期間

第50期
第２四半期
会計期間

第51期
第２四半期
会計期間

第50期

会計期間  

自平成20年
４月１日
至平成20年
９月30日

自平成21年
４月１日
至平成21年
９月30日

自平成20年
７月１日
至平成20年
９月30日

自平成21年
７月１日
至平成21年
９月30日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

営業収益

（うち受入手数料）
（百万円）

3,267

(2,301)

2,315

(1,835)

1,682

(1,178)

922

(748)

5,770

(4,181)

純営業収益 （百万円） 3,200 2,292 1,636 918 5,645

経常利益又は経常損失

（△）
（百万円） 24 49 53 △59 △286

四半期純利益又は四半期

（当期）純損失（△）
（百万円） 7 △100 43 △153 △1,831

持分法を適用した場合の

投資利益
（百万円） ― ― ― ― ―

資本金 （百万円） ― ― 5,965 5,965 5,965

発行済株式総数 （株） ― ― 64,114 64,114 64,114

純資産額 （百万円） ― ― 12,005 10,064 10,164

総資産額 （百万円） ― ― 83,044 59,836 59,903

１株当たり純資産額 （円） ― ― 187,250.34156,978.06158,544.01

１株当たり四半期純利益金

額又は１株当たり四半期

（当期）純損失金額（△）

（円） 124.11△1,570.81672.56△2,390.18△28,564.24

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額
（円） ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 （円） ― ― ― ― ―

自己資本（株主資本）

比率
（％） ― ― 14.5 16.8 17.0

自己資本規制比率 （％） ― ― 502.9 785.0 643.7

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 1,867 1,905 ― ― 1,976

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △152 126 ― ― △898

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △7 △17 ― ― △18

現金及び現金同等物の四半

期末（期末）残高
（百万円） ― ― 4,687 6,053 4,039

従業員数 （人） ― ― 175 65 141

　（注）１．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては、記載しておりません。

２．営業収益より金融費用を控除したものを純営業収益として計上しております。
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３．上記の比率は以下の算式により算出しております。

●　自己資本(株主資本)比率 ＝
純資産合計

 × 100（％）
負債 ・ 純資産合計

●　自己資本規制比率は金融商品取引法第46条の６第１項の規定に基づき、金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年内閣府

令第52号）の定めにより、決算数値をもとに算出したものであります。

４．持分法を適用した場合の投資利益につきましては、関連会社が存在しないため記載しておりません。

５．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額につきましては、第50期第２四半期累計期間及び第50

期第２四半期会計期間は、潜在株式は存在するものの、希薄化効果を有しないため記載しておりません。

　　第51期第２四半期累計期間、第51期第２四半期会計期間及び第50期は、潜在株式は存在するものの１株当たり

四半期（当期）純損失であるため記載しておりません。

６．消費税及び地方消費税の課税取引については、消費税等を含んでおりません。
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２【事業の内容】

　当社は、金融商品取引法に基づく第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業の登録を行っており、主たる業務

として、金融商品取引法に規定する金融商品取引業、金融商品取引法その他の法律により金融商品取引業者が営むこ

とができる業務、その他付帯又は関連する業務を営んでおります。

　当第２四半期会計期間における、主な事業内容の変更は概ね次のとおりです。

　

　<対面による証券営業部門に係る事業>

　当社は平成21年８月１日付で、対面による証券営業部門に係る事業を吸収分割の方法により、ばんせい山丸証券株

式会社に承継させる会社分割を行ったため、同事業から撤退いたしました。　

　

　<日経225先物・オプション取引事業>

　オンラインによる日経225先物・オプション取引は平成21年６月末をもってサービスを終了しております。

　

<取引所外国為替証拠金取引事業>

平成21年７月より、取引所外国為替証拠金取引「大証ＦＸ」のオンラインでの取扱いを開始しております。　

　

　その他の部門については、事業内容について重要な変更はありません。　

 

EDINET提出書類

インヴァスト証券株式会社(E03821)

四半期報告書

 4/56



３【関係会社の状況】

該当事項はありません。

４【従業員の状況】

提出会社の状況

 平成21年９月30日現在

従業員数（人） 65 (7)

　（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（契約社員、人材会社からの派遣社員を含む。）は、当第２四半期会

計期間の平均人員を（　）外数で記載しております。

　　　　２．従業員数が当第２四半期会計期間において63名減少しましたのは、主として対面による証券営業部門に係る事業

を吸収分割の方法により、ばんせい山丸証券株式会社に承継させたことに伴うものの他、人員配置の見直し

等によるものであります。　
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第２【事業の状況】

１【業務の状況】

当第２四半期会計期間及び前第２四半期会計期間における業務の状況は次のとおりであります。

(1）受入手数料の内訳

区分　

前第２四半期会計期間

（自　平成20年７月１日

　　至　平成20年９月30日）　

当第２四半期会計期間

（自　平成21年７月１日

　　至　平成21年９月30日）　

　委託手数料　　　　　　（百万円） 197　 49　

　　（株　券）　　　　　（百万円） 193　 48　

　　（債　券）　　　　　（百万円） 　0 ―　

　　（受益証券）　　　　（百万円） 　3 0　

　募集・売出し・特定投資家向け売付け

勧誘等の取扱手数料　（百万円）
　8 6　

　　（株　券）　　　　　（百万円） 　0 ―　

　　（債　券）　　　　　（百万円） 　0 ―　

　　（受益証券）　　　　（百万円） 　7 6　

　その他の受入手数料　　（百万円） 　972 691　

　　（株　券）　　　　　（百万円） 　4 1　

　　（債　券）　　　　　（百万円） 　0 0　

　　（受益証券）　　　　（百万円） 　11 2　

　　（その他）　　　　　（百万円） 　956 688　

　　　　<取引所為替取引>（百万円） 898　 648　

　　　　<商品先物取引>　（百万円） 58　 28　

　　　　<その他>　　　　（百万円） 0　 11　

　　　　　　　合計　　　（百万円）　 　1,178 748　

　

(2）トレーディング損益の内訳

区分

前第２四半期会計期間

（自　平成20年７月１日

　　至　平成20年９月30日）　　

当第２四半期会計期間　

（自　平成21年７月１日 

　　　　 至　平成21年９月30日） 　

実現損益
（百万円） 

評価損益
（百万円） 

計
（百万円）

実現損益
（百万円）

評価損益
（百万円）

計
（百万円）

株券等トレーディング損益 △0 ― △0 △0 ― △0

債券等・その他のトレーディング

損益
184 229 413 0 161 162

債券等トレーディング損益 156 △6 149 39 △0 39

その他のトレーディング損益 28 235 263 △39 161 122

計 184 229 413 0 161 162
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(3）自己資本規制比率

区分
前第２四半期会計期
間末
（平成20年９月30日）

当第２四半期会計期
間末
（平成21年９月30日）

基本的項目 資本合計 （百万円）(A) 12,005 10,064

補完的項目

評価差額金（評価益）等 （百万円） 0 0

金融商品取引責任準備金等 （百万円） 113 116

一般貸倒引当金 （百万円） 34 21

計 （百万円）(B) 147 138

控除資産  （百万円）(C) 4,423 2,837

固定化されていない自己資本

(A)＋(B)－(C)
（百万円）(D) 7,729 7,364

リスク相当額

市場リスク相当額 （百万円） 38 0

取引先リスク相当額 （百万円） 161 45

基礎的リスク相当額 （百万円） 1,337 892

計 （百万円）(E) 1,537 938

自己資本規制比率 (D)／(E)×100 （％） 502.9 785.0

　（注）　上記は金融商品取引法第46条の６第１項の規定に基づき、金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年内閣府

令第52号）の定めにより、決算数値をもとに算出したものであります。

なお、当第２四半期会計期間の市場リスク相当額の月末平均額は０百万円、月末最大値は０百万円、取引先リス

ク相当額の月末平均額は66百万円、月末最大値は１億19百万円であります。

(4）有価証券の売買等業務の状況

①　有価証券の売買の状況（先物取引を除く）

　当第２四半期会計期間及び前第２四半期会計期間における有価証券の売買の状況（証券先物取引等を除く）は

次のとおりであります。

イ．株券

区分
受託

（百万円）
自己

（百万円）
合計

（百万円）

前第２四半期会計期間

（平成20年７月～平成20年９月）
24,461 ― 24,461

当第２四半期会計期間

（平成21年７月～平成21年９月）
9,374 ― 9,374

ロ．債券

区分
受託

（百万円）
自己

（百万円）
合計

（百万円）

前第２四半期会計期間

（平成20年７月～平成20年９月）
4,580 119 4,700

当第２四半期会計期間

（平成21年７月～平成21年９月）
603 570 1,173
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ハ．受益証券

区分
受託

（百万円）
自己

（百万円）
合計

（百万円）

前第２四半期会計期間

（平成20年７月～平成20年９月）
3,518 ― 3,518

当第２四半期会計期間

（平成21年７月～平成21年９月）
1,395 986 2,381

ニ．その他

　該当事項はありません。

②　証券先物取引等の状況

　当第２四半期会計期間及び前第２四半期会計期間における証券先物取引等の状況は、次のとおりであります。

イ．株式に係る取引

区分
先物取引 オプション取引

合計
（百万円）

受託
（百万円）

自己
（百万円）

受託
（百万円）

自己
（百万円）

前第２四半期会計期間

（平成20年７月～平成20年９月）
288,653 ― 355,451 ― 644,105

当第２四半期会計期間

（平成21年７月～平成21年９月）
― ― 5,174 ― 5,174

ロ．債券に係る取引

　該当事項はありません。

③　有価証券の引受け、売出し業務及び募集、売出し又は私募の取扱業務の状況

　当第２四半期会計期間及び前第２四半期会計期間における有価証券の引受け、売出し業務及び募集、売出し又は

私募の取扱い業務の状況は、次のとおりであります。

イ．株　　券

区分
引受高
（百万円）

売出高
（百万円）

募集の取扱高
（百万円）

売出しの取扱高
（百万円）

私募の取扱高
（百万円）

前第２四半期会計期間

（平成20年７月～平成20年９月）
― ― ― 1 ―

当第２四半期会計期間

（平成21年７月～平成21年９月）
― ― ― ― ―
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ロ．債　　券

期別 種類
引受高
（百万円）

売出高
（百万円）

募集の取扱高
（百万円）

売出しの取扱高
（百万円）

私募の取扱高
（百万円）

前第２四半期会計

期間

（平成20年７月～

平成20年９月）

国債 ― ― 1 ― ―

地方債 ― ― ― ― ―

特殊債 ― ― ― ― ―

社債 ― ― ― ― ―

外国債券 ― 1,520 ― ― ―

合計 ― 1,520 1 ― ―

当第２四半期会計

期間

（平成21年７月～

平成21年９月）

　

国債 ― ― ― ― ―

地方債 ― ― ― ― ―

特殊債 ― ― ― ― ―

社債 ― ― ― ― ―

外国債券 ― ― ― ― ―

合計 ― ― ― ― ―

　

ハ．受益証券

区分
引受高
（百万円）

売出高
（百万円）

募集の取扱高
（百万円）

売出しの取扱高
（百万円）

私募の取扱高
（百万円）

前第２四半期会計期間

（平成20年７月～平成20年９月）
― ― 631 ― ―

当第２四半期会計期間

（平成21年７月～平成21年９月）
― ― 366 ― ―

ニ．その他

　コマーシャル・ペーパー、外国証書及びその他については、該当事項はありません。
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(5）その他の業務の状況

　当第２四半期会計期間及び前第２四半期会計期間におけるその他の業務の状況は、次のとおりであります。

①　証券投資信託受益証券の収益金、償還金及び一部解約金支払の代理業務

区分 取扱高（百万円）

前第２四半期会計期間

（平成20年７月～平成20年９月）
2,026

当第２四半期会計期間

（平成21年７月～平成21年９月）
528

②　有価証券の貸借及びこれに伴う業務（信用取引に係る顧客への融資及び貸証券業務）

区分

顧客の委託に基づいて行った融資
額とこれにより顧客が買付けてい
る証券の数量

顧客の委託に基づいて行った貸証
券の数量とこれにより顧客が売付
けている代金

数量（千株） 金額（百万円） 数量（千株） 金額（百万円）

前第２四半期会計期間末

（平成20年９月30日）
15,838 6,027 783 432

当第２四半期会計期間末

（平成21年９月30日）
― ― ― ―

　（注）　数量には、証券投資信託受益証券の１口を１株として含めております。

③　有価証券の保護預り業務

期別 区分 国内有価証券 外国有価証券

前第２四半期会計期

間末

（平成20年

９月30日）

株券（千株） 201,495 4,383

債券（百万円） 433 975

受益証券

単位型（百万円） ―

308
追加型

株式（百万円）
(377)

4,595

債券（百万円）
(1,224)

1,246

新株引受権証書（百万円） ― ―

当第２四半期会計期

間末

（平成21年

９月30日）

株券（千株） 2 ―

債券（百万円） ― ―

受益証券

単位型（百万円） ―

―
追加型

株式（百万円）
―　　

―

債券（百万円）
―

―

新株引受権証書（百万円） ― ―

　（注）　受益証券の欄の（　）には、累積投資業務に係る有価証券を記載しております。

④　その他の商品の売買の状況

　該当事項はありません。
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２【事業等のリスク】

　当第２四半期会計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更

があった事項は、次のとおりであります。 

　当社は平成21年５月14日開催の取締役会において、対面による証券営業部門に係る事業を吸収分割の方法により、ば

んせい山丸証券株式会社に承継させる吸収分割契約の締結を決定し、平成21年８月１日付で会社分割を行っておりま

す。このことから、平成21年６月26日提出の当社「第50期有価証券報告書」に記載しておりました「事業等のリス

ク」のうち「３．証券取引関連事業について　①信用リスクについて」は、当第２四半期会計期間末現在において解

消されております。 

　

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結はありません。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

(1)業績の状況

　当第２四半期会計期間のわが国経済は、リーマンショック以降の金融危機が収束に向かうとともに、主要先進国の積

極的な財政出動に支えられて輸出と生産が急速に増加した一方、雇用不安や企業収益力の弱さから個人消費や設備投

資は依然、回復の足取りが重い状況にあります。

株式市場は世界的な株高とわが国経済の回復期待で堅調に推移し、日経平均株価は１万円の大台を回復して当第２

四半期を終えました。また、外国為替市場は、米国の金融緩和長期化の見方によるドル売りが活発化する一方で、新興

国・資源国経済の成長力が見直され、資源国通貨や欧州通貨が強含みに転じ、金・原油などのコモディティ相場も上

昇に転じました。

このような状況のもと、当社は７月に、ばんせい山丸証券株式会社の東京金融取引所における取引所ＦＸ（為替証

拠金取引）「くりっく365」を吸収分割の方法により承継し、当社が強みを持つ取引所ＦＸ事業を強化する一方、８月

に当社の対面による証券営業部門を吸収分割の方法により同社に承継させることで同事業から撤退し、ネット事業に

特化いたしました。　

この結果、当第２四半期会計期間における営業収益は、対面証券事業撤退と取引所ＦＸ事業の競争激化から９億22

百万円（前年同四半期比54.8％）となりました。一方、販売費・一般管理費は９億80百万円（同61.5％）となりまし

た結果、営業損失は62百万円（前年同四半期は40百万円の営業利益）、経常損失は59百万円（同53百万円の経常利

益）となりました。

これに対面証券事業の分割による事業譲渡益50百万円等の特別利益１億20百万円（同計上なし）と同事業の撤退

損失１億36百万円等による特別損失２億12百万円（前年同四半期比2,573.2％）を計上した結果、四半期純損失は１

億53百万円（前年同四半期は四半期純利益43百万円）となりました。　

　

　主要な収益・費用等の状況は次のとおりであります。

　

① 受入手数料

当第２四半期会計期間の受入手数料の合計は７億48百万円（前年同四半期比63.5％）となりました。内訳は以下

のとおりであります。

　

a. 委託手数料

委託手数料は対面証券部門に係る手数料であり、平成21年８月１日を効力発生日として対面証券事業の分割を

行ったことから、第２四半期会計期間の委託手数料は、平成21年７月の株式委託手数料48百万円（同25.1％）に、

その他受益証券委託手数料等を加え、合計で49百万円（同25.1％）となりました。

　

b. 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料は対面証券部門に係る手数料であり、その主な内訳

は受益証券によるものであります。対面証券事業の分割に伴い、当第２四半期会計期間における特定投資家向け売

付け勧誘等の取扱手数料は、平成21年７月の取扱手数料の合計６百万円（同83.0％）となりました。

　

c. その他の受入手数料

当第２四半期会計期間におけるその他の受入手数料の合計は６億91百万円（同71.1％）となりました。主な内

訳は以下のとおりであります。

主力の取引所ＦＸ事業においては、口座数、預り証拠金は堅調に増加したものの、取扱業者間の競争激化、膠着し

た市況の影響等により、収益は伸び悩みました。

・取引所ＦＸ取引手数料　　　　　　　 　　　　　　６億48百万円（同72.1％）

・商品先物取引手数料　　　　　　　　　　 　　　　　　28百万円（同49.9％）

・店頭デリバティブ取引の仲介にかかる受取手数料　　 　11百万円（前年同四半期は計上なし）

・株券（書換料・管理料等）　　　　　　　　　　　 　　１百万円（前年同四半期比24.3％）

・受益証券（信託報酬等）　　　　　 　　　　　　　　　２百万円（同20.9％）
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② トレーディング損益

当第２四半期会計期間におけるトレーディング損益は、外国債券の販売による収益に店頭ＦＸ取引による収益を

加え、合計で１億62百万円（前年同四半期比39.3％）の利益となりました。

なお、外国債券の販売による収益は、対面証券事業に係る収益であり、当該事業分割の効力発生日までの期間の金

額を計上しております。

　

③ 金融収支

当第２四半期会計期間における金融収益は、対面証券事業の分割に伴い信用取引収益が減少したこと等により、

９百万円（前年同四半期比11.8％）となりました。一方、金融費用においても同様の理由で４百万円（同10.0％）

となり、これを差し引いた金融収支は５百万円（同14.1％）となりました。

　

④ 販売費・一般管理費

当第２四半期会計期間における販売費・一般管理費は、システム開発に伴う償却負担増、会社分割に伴う諸費用

等があったものの、必要コストの削減に努めた結果、９億80百万円（前年同四半期比61.5％）となりました。主な内

訳は以下のとおりであります。

・取引関係費　　　　　３億29百万円（同49.6％）

・人件費　　　　　　　１億76百万円（同44.8％）

・不動産関係費　　　　１億98百万円（同88.3％）

・事務費　    　　　　　　36百万円（同63.9％）

・減価償却費　　　　  ２億25百万円（同107.2％）

・租税公課　　　　　　　　７百万円（同69.0％）

・その他　　　　　　　　　７百万円（同20.7％）

なお、上記の各費用につきましては、対面証券部門に係る諸費用を含んでおります。　

　

⑤ 特別利益

当第２四半期会計期間においては１億20百万円の特別利益を計上しており、その主な内訳は以下のとおりであり

ます。

・事業譲渡益　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　50百万円

・保守契約等違約損失戻入益　　　　　　　　　　　　　　55百万円

・システムプログラム不具合発生に対する損害賠償受入　　12百万円

・その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３百万円　

　

⑥ 特別損失

当第２四半期会計期間においては２億12百万円の特別損失を計上しており、その主な内訳は以下のとおりであり

ます。

・事業撤退損　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１億36百万円　

・固定資産処分損　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35百万円

・減損損失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29百万円

・保守契約等違約損失　　　　　　　　　　　　　　　　　４百万円

・訴訟損失引当金繰入額 　　　　　　　　　　　　　　　 ３百万円

・その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４百万円　

　　　

　なお、当第２四半期末の資産、負債および純資産の状況は次のとおりであります。

当第２四半期会計期間末の総資産合計は598億36百万円（前事業年度末比99.9％）となり、前事業年度末より66百

万円減少いたしました。流動資産につきましては、くりっく365事業の承継による差入保証金の増加等により、前事業

年度末より３億24百万円増加し、572億33百万円（同100.6％）となりました。

　固定資産につきましては対面証券事業分割に伴う店舗資産の譲渡や減価償却等により、前事業年度末より３億91百

万円減少し、26億２百万円（同86.9％）となりました。

　負債合計は、対面証券事業の分割による預り金等の減少がありましたが、くりっく365事業の承継による受入保証金

等の増加により、前事業年度末より33百万円増加し、合計で497億71百万円（同100.1％）となりました。

　純資産合計は100億64百万円（同99.0％）となり、前事業年度末より１億円減少いたしました。
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(2)キャッシュ・フローの状況

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、第１四半期末残高に比べ12億４百万円増加し、60

億53百万円となりました。当第２四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

　

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、９億83百万円の収入となりました。主な資金の増加項目は受入保証金の増

加による７億14百万円、金融先物取引信託金の減少による17億51百万円、信用取引資産と信用取引負債の増減による

５億48百万円等の収入であります。主な減少項目としては、短期差入保証金の増加による16億７百万円、顧客分別金信

託の増加による５億25百万円の支出等によるものであります。

　

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、２億42百万円の収入となりました。主な増加項目は対面証券事業の分割に

よる４億57百万円の収入及び長期差入保証金における返還と差入の差額１億８百万円の収入等であります。主な減少

項目は、有形及び無形固定資産の取得による２億43百万円の支出及びくりっく365事業の承継による80百万円の支出

によるものであります。

　　

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、13百万円の支出となりました。主な内訳は、ファイナンス・リース債務の返

済等によるものであります。　

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4) 研究開発活動

　　該当事項はありません。

(5) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

　当社の収益は、外国為替市場等の市況の動向や投資需要の変化により大きく影響を受ける傾向にあり、市場の環境に

よっては、当社の経営成績や財政状態に影響を及ぼす可能性がありますが、顧客獲得ならびに預かり資産の拡大につ

とめ、取扱商品・サービスの拡充、収益源の多様化を図ることで、安定的な収益体制の構築を進めてまいります。

(6) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

　当第２四半期末における現金及び現金同等物の残高は、第１四半期末残高に比べ12億４百万円増加し、60億53百万円

となりました。詳細は、「（2）キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第２四半期会計期間においては、前事業年度に決定された賃借資産の見直しに伴い、神戸支店を平成21年７月末

に返還いたしました。

また、ばんせい山丸証券株式会社との対面証券事業の分割承継による証券事業からの撤退に伴い、平成21年９月

末には本店９階の一部フロア及び大阪支店の返還をいたしました。これらの店舗廃止に伴う建物・器具備品の除却

相当額については、前事業年度において33百万円の減損損失を既に計上しておりますほか、本店におけるレイアウ

ト変更、テレビ会議システムの除却等により当第２四半期会計期間において28百万円の除却損を追加計上いたしま

した。

また、分割承継契約により平成21年８月１日付で当社の大阪支店宝塚プラザ、本店営業部越谷プラザの賃借資産

をばんせい山丸証券株式会社へ譲渡いたしました。これら資産の譲渡の対価は20百万円であります。

オンライン事業においては、当第２四半期会計期間においてソフトウェアの取得額36百万円の設備投資を自己資

金で行いました。また、取引所為替証拠金取引（くりっく365）及び店頭為替証拠金取引（ＦＸ24）の新システム導

入に係る廃棄予定資産の減損損失29百万円を計上しております。

　

　当第２四半期会計期間末における主要な設備は、以下のとおりであります。

店舗名

(所在地)　
設備の内容　　

帳簿価額（百万円）　
従業員数　

（人）　
摘要　

建物　
土地

(面積㎡)　

リース

資産　

ソフト

ウェア　
器具備品　 合計　

本店

(東京都港区)　

統括業務

オンライン設備

　

88　　 ―　　 47　　 222　 71　　 429 65　 賃借　

その他  13　
15

（32.8）　
―　 ―　 ―　  28　 ―　 保有　

合計　 　 102　 15　 47　 222　 71　 458　 65　 　

（注）１. 賃借物件の場合、「建物」の帳簿価額は造作費であります。

　　　２. その他の土地及び建物は、旧神戸支店、旧萩之茶屋営業所であります。

　

(2）設備の新設、除却等の計画

  主要な設備の新設予定は以下のとおりであります。

    １. くりっく365新システム（平成21年11月２日稼動）　投資予定額　３億50百万円

    ２. ＦＸ24新システム（平成22年１月４日稼動予定）　 投資予定額　１億円

    ３. 統合データベース（平成22年１月中旬稼動予定）　 投資予定額　10百万円

  全て自己資金で行う予定であります。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 250,000

計 250,000

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成21年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年11月10日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 64,114 64,114
大阪証券取引所

（ヘラクレス）

当社は単元株制度

は採用しておりま

せん。

計 64,114 64,114 ― ―

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成21年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使（旧

商法に基づき発行されたストックオプション）により発行された株式数は含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

　旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

（平成16年６月28日開催の定時株主総会決議及び平成17年６月22日開催の取締役会決議に基づく、新株予約権の

発行）

区分
第２四半期会計期間末現在
（平成21年９月30日）

新株予約権の数（個） 68

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 68

新株予約権の行使時の払込金額（円） 54,400

新株予約権の行使期間
自　平成19年６月23日

至　平成24年６月22日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　54,400

資本組入額　　27,200

新株予約権の行使の条件

①各新株予約権の一部行使はできないものとする。

②新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者及び

その者から相続によって新株予約権を取得した者にお

いて、これを行使することを要する。

③新株予約権は、当社の取締役、監査役、顧問、嘱託社員、従

業員の地位にある者において行うことを要する。ただ

し、取締役会で承認された者及び権利承継者については

この限りでない。

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

　（注）１．新株予約権発行後、当社が株式の分割又は併合を行う場合、行使価額は分割又は併合の比率に応じ次の算式に

より調整するものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

また、当社がこの行使価額を下回る払込金額で新株式の発行（新株予約権の行使により新株式を発行する場

合を除く。）を行うときは、次の算式により調整するものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げ

る。

調整後行使価額＝
既発行株式数×調整前行使価額＋新規発行株式数×１株当たり払込金額

既発行株式数＋新規発行株式数

２．平成17年６月28日開催の定時株主総会決議により、平成17年８月１日付で100株を１株とする株式併合を

行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及

び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されておりま

す。

３．平成21年９月30日現在120名が退職等により権利を喪失しております。
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（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。　

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数(株)

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額(百万円)

資本準備金残
高（百万円）

  平成21年７月１日　

～平成21年９月30日
― 64,114 ― 5,965 ― 4,200

（５）【大株主の状況】

 平成21年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

川路　耕一 東京都港区 31,130 48.55

ＫＹエンタープライズ株式会社 東京都中央区東日本橋一丁目５番６号 4,438 6.92

川路　洋子 東京都港区 2,000 3.11

川路　猛 東京都目黒区 1,157 1.80

豊田　直邦 東京都世田谷区 670 1.04

王　厚龍 大阪市中央区 585 0.91

大阪証券金融株式会社　　 大阪市中央区北浜二丁目４番６号　　 483 0.75

鈴木　洋　　 愛知県一宮市　　 426 0.66

佐藤　宏樹　　 千葉県松戸市　　 404 0.63

大谷　修　　 大阪府吹田市　　 350 0.54

計 ― 41,643 64.95

　（注）発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成21年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等） ― ― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式64,114　 64,114 ―

端株 ― ― ―

発行済株式総数 64,114 ― ―

総株主の議決権 ― 64,114 ―

（注）「完全議決権株式（その他）」欄には、証券保管振替機構名義の株式が２株含まれております。また、「議決権の

数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数２個が含まれております。

②【自己株式等】

該当事項はありません。　
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２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 28,60027,35041,80041,00036,80033,300

最低（円） 21,25024,00025,60034,20032,60026,500

　（注）　最高・最低株価は、大阪証券取引所ヘラクレスにおけるものであります。
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３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書提出日までにおいて役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号。

以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

また、金融商品取引業固有の事項のうち主なものについては、四半期財務諸表規則第54条及び第73条の規定に基づい

て、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）及び「有価証券関連経理の統一に関する規

則」（昭和49年11月14日付日本証券業協会理事会決議）に準拠して作成しております。

なお、商品先物取引業の固有の事項については、社団法人日本商品取引員協会が定めた「商品先物取引業統一経理基

準」（平成５年３月３日付社団法人日本商品取引員協会理事会決議）及び「商品先物取引業における証券取引法に基

づく開示の内容について」（平成５年７月14日付社団法人日本商品取引員協会理事会決議）に準拠して作成しており

ます。

　なお、前第２四半期会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び前第２四半期累計期間（平成20年

４月１日から平成20年９月30日まで）は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第２四半期会計期間（平成21年

７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）は、

改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期会計期間（平成20年７月１日から平成20年

９月30日まで）及び前第２四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半期財務諸表並

びに当第２四半期会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期累計期間（平成21年４

月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを

受けております。

３．四半期連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末
(平成21年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金・預金 4,522 4,056

預託金 4,454 4,921

顧客分別金信託 4,100 4,500

その他の預託金 354 421

トレーディング商品 0 0

商品有価証券等 0 0

約定見返勘定 － 121

信用取引資産 － 3,007

信用取引貸付金 － 2,494

信用取引借証券担保金 － 513

短期差入保証金 38,714 36,383

未収入金 9,249 8,028

未収収益 17 82

その他の流動資産 298 338

貸倒引当金 △21 △31

流動資産合計 57,233 56,909

固定資産

有形固定資産 ※1
 236

※1
 364

無形固定資産

のれん 1,182 1,314

ソフトウエア 222 325

その他 18 51

無形固定資産合計 1,423 1,692

投資その他の資産

投資その他の資産 979 958

貸倒引当金 △37 △20

投資その他の資産合計 ※2
 942

※2
 937

固定資産合計 2,602 2,993

資産合計 59,836 59,903

負債の部

流動負債

トレーディング商品 － 2

デリバティブ取引 － 2

信用取引負債 － 1,790

信用取引借入金 － 1,258

信用取引貸証券受入金 － 531

預り金 11 1,766

受入保証金 41,334 38,614

未払金 8,012 6,888

未払費用 182 318

EDINET提出書類

インヴァスト証券株式会社(E03821)

四半期報告書

23/56



（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末
(平成21年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年３月31日)

未払法人税等 ※3
 4

※3
 23

賞与引当金 7 12

リース債務 14 17

その他の流動負債 3 0

流動負債合計 49,569 49,432

固定負債

退職給付引当金 － 102

長期未払金 51 26

リース債務 34 51

その他の固定負債 0 0

固定負債合計 85 181

特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金 111 120

商品取引責任準備金 4 3

特別法上の準備金合計 ※4
 116

※4
 123

負債合計 49,771 49,738

純資産の部

株主資本

資本金 5,965 5,965

資本剰余金 4,200 5,067

利益剰余金 △100 △866

株主資本合計 10,065 10,165

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △0 △1

評価・換算差額等合計 △0 △1

純資産合計 10,064 10,164

負債・純資産合計 59,836 59,903
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（２）【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

営業収益

受入手数料 2,301 1,835

委託手数料 475 250

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等
の取扱手数料

15 54

その他の受入手数料 ※1
 1,811

※1
 1,530

トレーディング損益 ※2
 758

※2
 426

金融収益 189 48

その他の営業収益 18 5

営業収益計 3,267 2,315

金融費用 67 23

純営業収益 3,200 2,292

販売費・一般管理費 3,195 2,242

取引関係費 1,316 752

人件費 798 483

不動産関係費 450 397

事務費 128 95

減価償却費 ※3
 415

※3
 460

租税公課 26 22

その他 60 29

営業利益 5 50

営業外収益 23 8

営業外費用 4 8

経常利益 24 49

特別利益

事業譲渡益 － 50

保守契約等違約損失戻入益 － ※4
 55

損害賠償受入 － 12

金融商品取引責任準備金戻入 － 8

その他 － 3

特別利益計 － 129
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（単位：百万円）

前第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

特別損失

金融商品取引責任準備金繰入れ 10 －

商品取引責任準備金繰入額 1 0

固定資産処分損 － ※5
 36

減損損失 － ※6
 71

リース解約損 － ※7
 7

保守契約等違約損失 － ※8
 16

事業撤退損 － ※9
 136

訴訟損失引当金繰入額 － ※10
 3

その他 － 4

特別損失計 11 276

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 12 △97

法人税、住民税及び事業税 ※11
 4

※11
 3

法人税等合計 4 3

四半期純利益又は四半期純損失（△） 7 △100
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【第２四半期会計期間】
（単位：百万円）

前第２四半期会計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

営業収益

受入手数料 1,178 748

委託手数料 197 49

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等
の取扱手数料

8 6

その他の受入手数料 ※1
 972

※1
 691

トレーディング損益 ※2
 413

※2
 162

金融収益 82 9

その他の営業収益 9 2

営業収益計 1,682 922

金融費用 46 4

純営業収益 1,636 918

販売費・一般管理費 1,595 980

取引関係費 664 329

人件費 393 176

不動産関係費 225 198

事務費 57 36

減価償却費 ※3
 210

※3
 225

租税公課 10 7

その他 35 7

営業利益又は営業損失（△） 40 △62

営業外収益 14 5

営業外費用 1 2

経常利益又は経常損失（△） 53 △59

特別利益

事業譲渡益 － 50

保守契約等違約損失戻入益 － ※4
 55

損害賠償受入 － 12

その他 － 3

特別利益計 － 120

特別損失

金融商品取引責任準備金繰入れ 7 －

商品取引責任準備金繰入額 0 0

固定資産処分損 － ※5
 35

減損損失 － ※6
 29

保守契約等違約損失 － ※7
 4

事業撤退損 － ※8
 136

訴訟損失引当金繰入額 － ※9
 3

その他 － 4

特別損失計 8 212

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 45 △151
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（単位：百万円）

前第２四半期会計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

法人税、住民税及び事業税 ※10
 2

※10
 1

法人税等合計 2 1

四半期純利益又は四半期純損失（△） 43 △153
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

12 △97

減価償却費 415 460

事業譲渡損益（△は益） － △50

事業撤退損失 － 136

固定資産処分損益（△は益） － 36

減損損失 － 71

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16 6

証券取引責任準備金の増減額（△は減少） △63 －

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） 109 △8

商品取引責任準備金の増減額（△は減少） 1 0

金融先物取引責任準備金増減額（△は減少） △35 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12 △102

賞与引当金の増減額（△は減少） △11 △4

訴訟損失引当金繰入れ － 3

受取利息及び受取配当金 △68 △11

支払利息 0 0

顧客分別金信託の増減額（△は増加） △33 △1,116

金融先物取引信託金の増減額（△は増加） △237 1,365

トレーディング商品の増減額 156 △2

約定見返勘定（資産）の増減額（△は増加） － 121

約定見返勘定（負債）の増減額（△は減少） △226 －

信用取引資産の増減額（△は増加） 4,112 △657

信用取引負債の増減額（△は減少） △2,909 1,524

立替金の増減額（△は増加） 37 31

短期差入保証金の増減額（△は増加） △6,432 △2,493

預り金の増減額（△は減少） 154 714

受入保証金の増減額（△は減少） 5,133 2,141

未収入金の増減額（△は増加） △1,454 △1,221

未払金の増減額（△は減少） 3,366 1,160

未払費用の増減額（△は減少） △63 △130

その他 △193 178

小計 1,800 2,056

利息及び配当金の受取額 58 16

利息の支払額 △0 △0

保守契約等違約金の支払額 － △12

リース解約損による支出 － △7

事業の撤退による支出 － △136

法人税等の支払額 9 △10

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,867 1,905
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（単位：百万円）

前第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

事業承継による収入 － 457

事業承継による支出 － △80

有形及び無形固定資産の取得による支出 △322 △350

差入保証金の回収による収入 177 98

差入保証金の差入による支出 △8 △1

その他 1 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △152 126

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △7 △17

配当金の支払額 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △7 △17

現金及び現金同等物に係る換算差額 2 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,710 2,014

現金及び現金同等物の期首残高 2,977 4,039

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,687 6,053
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

当第２四半期累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

　該当事項はありません。　
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【簡便な会計処理】

当第２四半期累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）　

　該当事項はありません。

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第２四半期累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）　

　該当事項はありません。
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【追加情報】

　当第２四半期累計期間

（自　平成21年４月１日

　　至　平成21年９月30日）　

（退職給付引当金）　

当社は従来、従業員の退職金の支出に備えるため、「退職給付引当金」を計上しておりましたが、平成21年９月30日を

もって退職金制度並びに確定拠出年金制度を廃止いたしました。

なお、制度廃止日時点での退職金額は確定しておりますが、支給時期は社員の退職時であるため、「長期未払金」に含

めて計上しております。

（財政状態・経営成績の変動について）　

　当社は平成21年８月１日付で会社分割により、対面証券事業部門をばんせい山丸証券株式会社に承継させております。

このため、当第２四半期累計期間の財政状態及び経営成績は、前事業年度末及び前年同四半期累計期間と比較して大き

く変動しております。
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第２四半期会計期間末
（平成21年９月30日）

前事業年度末
（平成21年３月31日）

※１．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※１．有形固定資産より控除した減価償却累計額

 百万円

建物 150

器具・備品 333

リース資産　 24

計 509

 百万円

建物 140

器具・備品　 277

リース資産 16

計 433

※２．担保に供されている資産の状況 ※２．担保に供されている資産の状況
被担保債務 担保に供されている資産

科目

第2四半期
会計期間末
残高
(百万円)

投資有
価証券
(百万円)

保管有
価証券
(百万円)

計
(百万円)

短期借入金　 ―　 316　 ―　 316　
計　 ―　 316　 ―　 316　

被担保債務 担保に供されている資産

科目
期末残高
(百万円)

投資有
価証券
(百万円)

保管有
価証券
(百万円)

計
(百万円)

信用取引借入金 1,258 ―　　 605 605
短期借入金　 　― 316　 　― 316　

計　 1,258　 316　 605　 921　

（注）１．上記表の金額は、四半期貸借対照表計上額に

よっております。

２．保管有価証券は四半期貸借対照表に計上してお

りません。

（注）１．上記表の金額は、貸借対照表計上額によってお

ります。

２．保管有価証券は貸借対照表に計上しておりませ

ん。

３．上記のほか、信用取引の自己融資見返り株券を

信用取引借入金の担保として395百万円、保管有

価証券４百万円を先物取引売買証拠金の代用と

して差入れております。

担保として差入れた又は受入れた有価証券の時価額は以下

のとおりであります。

　
　

項目
金額
(百万円)

差入れた有価証券  

信用取引貸証券 588

信用取引借入金の本担保証券 1,109

差入保証金代用有価証券 605

受入れた有価証券  

信用取引貸付金の本担保証券 2,050

信用取引借証券 483

受入証拠金代用有価証券 4

受入保証金代用有価証券 2,628

　

※３．未払法人税等に含まれている諸税金の未納付額 ※３．未払法人税等に含まれている諸税金の未納付額

住　民　税 0 百万円

事　業　税 3 

計 4 

住　民　税 7 百万円

事　業　税 15 

計 23 
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当第２四半期会計期間末
（平成21年９月30日）

前事業年度末
（平成21年３月31日）

※４．特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は、

次のとおりであります。

金融商品取引責任準備金　　　金融商品取引法第46条の５第１項

商品取引責任準備金　　　　　商品取引所法第221条

※４．特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は、

次のとおりであります。

金融商品取引責任準備金　　　金融商品取引法第46条の５第１項

商品取引責任準備金　　　　　商品取引所法第221条

　

５．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金

融機関３行と当座貸越契約を締結しております。こ

れらの契約に基づく当第２四半期会計期間末の借入

未実行残高は次のとおりであります。

　

当座貸越極度額 2,880百万円

借入実行残高 ― 

差引額 2,880 

５．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金

融機関３行と当座貸越契約及び貸出コミットメント

契約を締結しております。これらの契約に基づく当

事業年度末の借入未実行残高は次のとおりでありま

す。

当座貸越極度額 2,625百万円

借入実行残高 ― 

差引額 2,625 

６．偶発債務

　　訴訟

　　平成20年12月12日、投資事業有限責任組合ＫＳロマン

１号及び投資事業有限責任組合ＫＳロマン２号のい

ずれか、あるいは両方に投資した者のうち、31名の投

資者から、当社の元使用人と同組合の無限責任組合

員である株式会社ステーシアの行った行為が不法行

為及び両者の共同不法行為にあたり、その行為に

よって損害を被ったとして、５億61百万円を求める

損害賠償請求訴訟が東京地方裁判所に提起されてお

ります。

　　当社に対しましては、原告が提訴の理由としている当

社の元使用人の行為について、当社に民法第715条の

使用者責任があるとして、連帯して損害賠償するよ

う求められております。

　　当社はこれに対して本訴状の請求の原因については正

当性がないものとして係争中であり、現在東京地方

裁判所にて口頭弁論が行われておりますが、今後の

結審の時期及びその結果については現時点で予測す

ることはできません。　　

６．偶発債務

　　訴訟

    平成20年12月12日、投資事業有限責任組合ＫＳロマ

ン１号及び投資事業有限責任組合ＫＳロマン２号の

いずれか、あるいは両方に投資した者のうち、31名の

投資者から、当社の元使用人と同組合の無限責任組

合員である株式会社ステーシアの行った行為が不法

行為及び両者の共同不法行為にあたり、その行為に

よって損害を被ったとして、５億61百万円を求める

損害賠償請求訴訟が東京地方裁判所に提起されてお

ります。

　　当社に対しましては、原告が提訴の理由としている当

社の元使用人の行為について、当社に民法第715条の

使用者責任があるとして、連帯して損害賠償するよ

う求められております。

　　当社はこれに対して本訴状の請求の原因については正

当性がないものとして、現在係争中であります。

　　しかしながら、今後の結審の時期及びその結果につい

ては現時点で予測することはできません。
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（四半期損益計算書関係）

前第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

※１．受入手数料　その他の内訳は、次のとおりでありま

す。

※１．受入手数料　その他の内訳は、次のとおりでありま

す。

 百万円

取引所為替証拠金取引にかかる受取手数料 1,649 

商品先物取引の仲介にかかる受取手数料 125  

その他 35  

計 1,811　

 百万円

取引所為替証拠金取引にかかる受取手数料 1,451 

商品先物取引にかかる受取手数料 52  

店頭デリバティブ取引の仲介にかかる受取手数料　 12　 　
その他 13  

計 1,530　

※２．トレーディング損益の内訳 ※２．トレーディング損益の内訳

区分
実現損益
(百万円)

評価損益
(百万円)

計
(百万円)

株券等トレーディング損益 △0 ―　 △0

債券等・その他のトレーディング

損益
944 △186 758

 債券等トレーディング損益 354 △20 334

 その他のトレーディング損益 590　 △166 424　

計 944 △186 758

　

区分
実現損益
(百万円)

評価損益
(百万円)

計
(百万円)

株券等トレーディング損益 △0 ―　　 △0

債券等・その他のトレーディング

損益
372 53 426

 債券等トレーディング損益 191 △0 191

 その他のトレーディング損益 181 53 234

計 372 53 426

　

※３．当第２四半期累計期間に実施した減価償却費は、次

のとおりであります。

※３．当第２四半期累計期間に実施した減価償却費は、次

のとおりであります。

 百万円

有形固定資産 82  

無形固定資産 316  

長期前払費用 15  

計 415 　

 百万円

有形固定資産 75  

無形固定資産 359  

長期前払費用 25  

計 460 　

―　 ※４．保守契約等違約損失戻入益

前事業年度におけるオンラインでの日経225先物・

オプション取引サービスの終了の決定に際し、当該事

業に係るシステム保守関係費用について相当額の違約

損失が発生する見込があった為、前事業年度末におい

て違約損失を計上いたしました。

しかしながら、当第２四半期会計期間において、当該

業者と別途業務における保守契約を締結し交渉を行っ

た結果、当該違約金は発生しない旨合意致しましたの

で戻入益を計上しております。

― ※５．固定資産処分損

　
　

　主として、店舗の閉鎖、減床によるレイアウト変更等

に伴う除却によるものであります。　　
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前第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

―　
　

 ※６．減損損失　　

　当社は当第２四半期累計期間において以下の資産グ

ループについて減損損失を計上いたしました。

場所　 用途 種類
減損損失金額

（百万円）　

兵庫県

宝塚市　
賃借フロアー　 通信システム等　 4　

埼玉県

越谷市　
賃借フロアー　 通信システム等　 3　

東京都

港区　
賃借フロアー　 リース物件解約　 6　

小計　 14　

東京都　

港区　

オンライン取引シ

ステム（処分予定

資産）　

システム関係機

器等　
   52

ソフトウェア仮

勘定　
5　

小計　 57

合計　 　 71

　当社は、事業用資産については、オンライン事業部門

及び対面営業部門の分類を基礎としつつ、収支把握単

位・経営管理単位を勘案し、グルーピングを行ってお

ります。また賃貸用不動産、遊休資産及び処分予定資産

につきましては、各資産をグルーピングの最小単位と

しております。上記物件につきましては、営業店舗にお

ける譲渡対象外資産についての除却を決定したため、

資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失として特別損失に７百万円計上

いたしました。また、同様にリース物件の解約を決定し

たことから、リース資産の当該減少額６百万円を特別

損失に計上しております。

　オンライン事業においてはシステム障害対策及び顧

客サービスの向上を目的としてシステムの一部につい

て新システムを導入する決定を行っておりますことか

ら、既存システムのうち切替の対象となる機器・ソフ

トウェア等について帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失として特別損失に52百万円

計上いたしました。

　また、顧客管理データベースソフトウェア構築の為の

要件定義に係る費用についてソフトウェア仮勘定を計

上しておりましたが、当該ソフトウェア構築の予定が

延期となったこと、且つ当社の業容・システム構成も

大きく変化したことから、その価値について陳腐化し

たものと判断し、減損損失５百万円を計上いたしまし

た。なお、当該資産グループの回収可能価額は正味売却

価額により測定しております。正味売却価額は他の転

用や売却が困難なことから零円としております。

― ※７．リース解約損

　　　 不要となったリース契約の解除に伴う損失であります。
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前第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

― ※８．保守契約等違約損失

 　    情報端末機器及び保守契約等の見直しによる早期解

約に伴う違約損であります。

―　
　

 ※９．事業撤退損　

　対面証券事業からの撤退に係る諸費用を事業撤退損

として計上しております。

主な内訳

  顧客データ移管費用　 　66百万円

  廃止店舗家賃・原状回復費用等　 　30百万円

  機器、端末関係他システム対応費用　 　23百万円

  弁護士費用　 　 6百万円

―　 ※10. 訴訟損失引当金繰入額　

 　　　係争中の案件について裁判所より提示を受けた和解金

の額について引当金を計上しております。

※11．法人税、住民税及び事業税 ※11．法人税、住民税及び事業税

住民税 4百万円 住民税 3百万円
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前第２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

※１．受入手数料　その他の内訳は、次のとおりでありま

す。

※１．受入手数料　その他の内訳は、次のとおりでありま

す。

 百万円

取引所為替証拠金取引にかかる受取手数料 898  

商品先物取引の仲介にかかる受取手数料 58  

その他 16  

計 972 　

 百万円

取引所為替証拠金取引にかかる受取手数料 648  

商品先物取引にかかる受取手数料 28  

店頭デリバティブ取引の仲介にかかる受取手数料　 11　 　
その他 3  

計 691 　

※２．トレーディング損益の内訳 ※２．トレーディング損益の内訳

区分
実現損益
(百万円)

評価損益
(百万円)

計
(百万円)

株券等トレーディング損益 △0 ―　 △0

債券等・その他のトレーディング

損益
184 229 413

 債券等トレーディング損益 156 △6 149

 その他のトレーディング損益 28　 235 263　

計 184 229 413

　

区分
実現損益
(百万円)

評価損益
(百万円)

計
(百万円)

株券等トレーディング損益 △0 ―　　 △0

債券等・その他のトレーディング

損益
0 161 162

 債券等トレーディング損益 39 △0 39

 その他のトレーディング損益 △39 161 122

計 0 161 162

　

※３．当第２四半期会計期間に実施した減価償却費は、次

のとおりであります。

※３．当第２四半期会計期間に実施した減価償却費は、次

のとおりであります。

 百万円

有形固定資産 42  

無形固定資産 159  

長期前払費用 7  

計 210 　

 百万円

有形固定資産 35  

無形固定資産 173  

長期前払費用 15  

計 225 　

―　 ※４．保守契約等違約損失戻入益　

前事業年度におけるオンラインでの日経225先物・

オプション取引サービスの終了の決定に際し、当該事

業に係るシステム保守関係費用について相当額の違約

損失が発生する見込があった為、前事業年度末におい

て違約損失を計上いたしました。

しかしながら、当第２四半期会計期間において、当該

業者と別途業務における保守契約を締結し交渉を行っ

た結果、当該違約金は発生しない旨合意致しましたの

で戻入益を計上しております。

― ※５．固定資産処分損

　
　

　主として、店舗の閉鎖、減床によるレイアウト変更等

に伴う除却によるものであります。　　

　

EDINET提出書類

インヴァスト証券株式会社(E03821)

四半期報告書

39/56



前第２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

―　
　

 ※６．減損損失　　

　当社は当第２四半期会計期間において以下の資産グ

ループについて減損損失を計上いたしました。

場所　 用途 種類
減損損失金額

（百万円）　

東京都　

港区　

オンライン取引シ

ステム（処分予定

資産）　

システム関係機

器等　
　29

合計　 　29

　当社は、事業用資産については、オンライン事業部門

及び対面営業部門の分類を基礎としつつ、収支把握単

位・経営管理単位を勘案し、グルーピングを行ってお

ります。また賃貸用不動産、遊休資産及び処分予定資産

につきましては、各資産をグルーピングの最小単位と

しております。

　オンライン事業においてはシステム障害対策及び顧

客サービスの向上を目的としてシステムの一部につい

て新システムを導入する決定を行っておりますことか

ら、既存システムのうち切替の対象となる機器・ソフ

トウェア等について帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失として特別損失に29百万円

計上いたしました。

　なお、当該資産グループの回収可能価額は正味売却価

額により測定しております。正味売却価額は他の転用

や売却が困難なことから零円としております。

― ※７．保守契約等違約損失

 　　　情報端末機器及び保守契約等の見直しによる早期解約

に伴う違約損であります。

―　
　

 ※８．事業撤退損　

　対面証券事業からの撤退に係る諸費用を事業撤退損

として計上しております。

主な内訳

  顧客データ移管費用　 　66百万円

  廃止店舗家賃・原状回復費用等　 　30百万円

  機器、端末関係他システム対応費用　 　23百万円

  弁護士費用　 　 6百万円

―　 ※９. 訴訟損失引当金繰入額　

　　　 係争中の案件について裁判所より提示を受けた和解金

の額について引当金を計上しております。

※10．法人税、住民税及び事業税 ※10．法人税、住民税及び事業税

住民税 2百万円 住民税 1百万円
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

（平成20年９月30日現在）　　　　　百万円 （平成21年９月30日現在）　　　　　百万円

現金・預金勘定 5,142

預託金勘定 5,896

預入期間が３ヶ月を超える預金・預託金 △409

顧客分別金信託 △5,942

現金及び現金同等物 4,687

現金・預金勘定 4,522

預託金勘定 4,454

預入期間が３ヶ月を超える預金・預託金 △470

顧客分別金信託・顧客区分管理信託 　

△2,452

現金及び現金同等物 6,053
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（株主資本等関係）

当第２四半期会計期間末（平成21年９月30日）及び当第２四半期累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９

月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式　64,114株

前事業年度末と同じであります。

２．自己株式の種類及び株式数

該当事項はありません。

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

４．配当に関する事項

該当事項はありません。

５．株主資本の著しい変動に関する事項　

　平成21年６月26日開催の定時株主総会決議に基づき、資本剰余金のうち資本準備金866百万円を減少し、その

他資本剰余金に振替えた後、損失の填補に充当しております。

　その結果、当第２四半期会計期間末において前期末の資本剰余金残高5,067百万円より資本剰余金が866百万

円減少し、4,200百万円となっております。　
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（有価証券関係）

当第２四半期会計期間末（平成21年９月30日）

前事業年度末と比べ著しい変動はありません。
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（デリバティブ取引関係）

当第２四半期会計期間末（平成21年９月30日）

（通貨関連）

　下記の通貨関連デリバティブ取引が、当社の営む相対での外国為替証拠金取引事業（ＦＸ24）の運営において重要なも

のとなっております。

　

　（顧客との取引）

種類
契約額等
（百万円）

評価損益
（百万円）

 通貨         

 　外国為替証拠金取引         

売建 10,026 1,163

買建 3,866 22

 合　　計 1,186

 （注）評価損益欄は、みなし決済損益を記載しております。

　　　 なお、みなし決済損益は日々の時価評価により洗替えを行い、四半期損益計算書に計上しております。

　（カウンターパーティーとの取引）

種類
契約額等
（百万円）

評価損益
（百万円）

 通貨         

 　外国為替証拠金取引         

売建 143 18

買建 6,270 4

 合　　計 23

 （注）評価損益欄は、みなし決済損益を記載しております。

　　　 なお、みなし決済損益は日々の時価評価により洗替えを行い、四半期損益計算書に計上しております。

（外国株式関連）　

　下記の外国株式関連デリバティブ取引が、当社の営む相対でのＣＦＤ（差金決済）取引事業の運営において重要なもの

となっております。

　

　（顧客との取引）

種類
契約額等
（百万円）

評価損益
（百万円）

 外国株式指数         

売建 223 △3

買建 407 △5

 合　　計 △8

 （注）評価損益欄は、みなし決済損益を記載しております。

　（カウンターパーティとの取引）　

種類
契約額等
（百万円）

評価損益
（百万円）

 外国株式指数         

売建 223 △3

買建 407 △5

 合　　計 △8

 （注）評価損益欄は、みなし決済損益を記載しております。
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（商品関連）　

　下記の商品関連デリバティブ取引が、当社の営む相対でのＣＦＤ（差金決済）取引事業の運営において重要なものと

なっております。

　

　（顧客との取引）　

種類
契約額等
（百万円）

評価損益
（百万円）

 商品先物取引         

売建 5 △0

買建 18 1

 合　　計 1

 （注）評価損益欄は、みなし決済損益を記載しております。

　（カウンターパーティとの取引）　

種類
契約額等
（百万円）

評価損益
（百万円）

 商品先物取引         

売建 5 △0

買建 18 1

 合　　計 1

 （注）評価損益欄は、みなし決済損益を記載しております。
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（持分法損益等）

前第２四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）及び当第２四半期累計期間（自　平成21年

４月１日　至　平成21年９月30日）

該当事項はありません。

前第２四半期会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）及び当第２四半期会計期間（自　平成21年

７月１日　至　平成21年９月30日）

該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

当第２四半期会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

１．ストック・オプションに係る当第２四半期会計期間における費用計上額及び科目名

該当事項はありません。

２．当第２四半期会計期間に付与したストック・オプションの内容

該当事項はありません。
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（企業結合等関係）

当第２四半期会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

　会社分割　

　当社は、ばんせい山丸証券株式会社（以下「ばんせい山丸証券」といいます。）が運営する取引所為替証拠金取引

部門に係る事業（「くりっく365」）を、吸収分割により平成21年７月６日付で承継いたしました。また、当社は、当

社の対面による証券営業部門に係る事業を、吸収分割により平成21年８月１日付でばんせい山丸証券に承継させて

おります。

　

　会社分割を行った主な理由　

　世界的な金融不安の広がりや経済の急激な落ち込み等、当社を取り巻く経営環境は大きく変化しております。

そうした中、当社が競争力を維持し、収益性の向上を図るためには、中長期的な展望に基づく事業分野の選択と経営

資源の集中が不可欠であるとの認識のもと、継続的に検討を行った結果、対面証券事業から撤退し、オンライン事業

部門に経営資源を集中するとの判断に至りました。ばんせい山丸証券と当社は、お客様の利便性向上と相互の発展

に資する提携について協議を行い、対面証券事業を強化したいばんせい山丸証券のニーズと、オンライン事業の強

化を図る当社のニーズが合致したため、吸収分割契約の締結にいたりました。　

　

パーチェス法の適用（事業の譲受）　

１．相手企業の名称及び取得した事業の内容、企業結合日、企業結合の法的形式

　　(1)相手企業の名称

　 ばんせい山丸証券

(2)取得した事業の内容

　 ばんせい山丸証券の取引所為替証拠金取引部門に係る事業

(3)企業結合日

　 平成21年７月６日

(4)企業結合の法的形式

　 当社を吸収分割承継会社、ばんせい山丸証券を吸収分割会社とし、承継事業の代わりに金銭を交付する吸  

収分割です。

　 　

２．四半期会計期間及び四半期累計期間に係る四半期損益計算書に含まれる取得した事業の業績の期間

　平成21年７月６日～平成21年９月30日

　

３．取得した事業の取得原価及びその内訳

取得原価　　80百万円

（内訳）　

　取得資産合計1,518百万円と取得負債合計1,497百万円の差額20百万円及びのれん60百万円であります。　　

　

４．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

(1)発生したのれんの金額

60百万円　

(2)発生原因

　分割により承継した取引所為替証拠金取引部門について、今後の事業展開によって期待される将来の収益力

に起因して発生したものであります。　

(3)償却方法及び償却期間

５年間にわたる均等償却　

　

５．企業結合が当事業年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当四半期累計期間に係る四半期損益計算書に

及ぼす影響の概算額

　　　営業収益　　　　　　42百万円

　　　なお、当社は、本分割により承継した取引所為替証拠金取引部門を、既存の取引所為替証拠金部門に統合したう

えで、一体として運営しており、本分割により承継した部門の経常利益、四半期純利益を算出することは困難で

あります。

　　　影響の概算額についてはレビューを受けておりません。　
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事業分離　

１．分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離日及び法的形式を含む事業分離の概要

(1)分離先企業の名称

　 ばんせい山丸証券

(2)分離した事業の内容

　 当社の対面による証券営業部門に係る事業

(3)事業分離日

　 平成21年８月１日　　

(4)法的形式を含む事業分離の概要

　 当社を吸収分割会社、ばんせい山丸証券を吸収分割承継会社とし、承継事業の代わりに金銭を交付する吸収

分割です。　

　

２．実施した会計処理の概要　

(1)移転損益の金額

受取対価と移転した事業に係る資産の移転直前の適正な帳簿価額による純資産額との差額50百万円は、事

業譲渡益として特別利益に計上しております。

また、対面証券事業からの撤退に係る諸費用については事業撤退損として１億36百万円の特別損失を計上

しております。

(2)移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳

流動資産　 　7,060百万円

固定資産　 　52百万円

資産合計　 　7,112百万円

流動負債　 　6,703百万円

固定負債　 2百万円　

負債合計　 　6,706百万円

　

３．四半期会計期間及び四半期累計期間に係る四半期損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概

算額

　 会計期間 　 累計期間　

　営業収益 　99百万円　 　500百万円

　営業損失 　△38百万円　 　△86百万円
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期会計期間末
（平成21年９月30日）

前事業年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 156,978円06　銭 １株当たり純資産額 158,544円01　銭

２．１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額

前第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額    124円11　銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの希薄化効果を有しないた

め、記載しておりません。

１株当たり四半期純損失金額（△） △1,570円81　　銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失

であるため、記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期

純損失金額
        

四半期純利益又は四半期純損失（△）（百万円） 7 △100

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失

（△）（百万円）
7 △100

期中平均株式数（株） 64,114 64,114

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前事業年度末から重要な変動があったものの

概要

― ―

前第２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額    672円56　銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの希薄化効果を有しないた

め、記載しておりません。

１株当たり四半期純損失金額（△） △2,390円18　　銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失

であるため、記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期

純損失金額
        

四半期純利益又は四半期純損失（△）（百万円） 43 △153

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失

（△）（百万円）
43 △153

期中平均株式数（株） 64,114 64,114

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前事業年度末から重要な変動があったものの

概要

― ―
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（重要な後発事象）

当第２四半期会計期間

（自　平成21年７月１日

　　至　平成21年９月30日）　

　当社は、平成21年10月16日開催の取締役会において、ばんせい山丸証券株式会社（以下「ばんせい山丸証券」といいま

す。）の店頭為替証拠金取引部門に係る事業（以下「店頭為替証拠金取引事業」といいます。）を、吸収分割の方法によ

り当社が承継する吸収分割契約の締結を決定いたしました。

　

１．会社分割の目的

当社は、２つの外国為替証拠金取引（取引所為替証拠金取引「くりっく365」及び店頭為替証拠金取引「ＦＸ24」）

を中核に、「大証ＦＸ」、「証券・商品ＣＦＤ（差金決済）取引」、商品先物取引「ＣＯＭパス」の５つのオンライン事

業を展開しております。

また、平成21年７月６日を効力発生日とし、ばんせい山丸証券から、吸収分割の方法により、東京金融取引所における

取引所為替証拠金取引部門（くりっく365）を承継して同事業を強化する一方、平成21年８月１日を効力発生日として、

吸収分割の方法により、当社の対面による証券営業部門を同社に承継させることで、オンライン取引専業としての体制

を強化してまいりました。

今般、ばんせい山丸証券は、当社から分割し承継させた部門を含めた対面証券事業に経営資源を集中するべくオンラ

インによる店頭為替証拠金取引事業からの撤退を検討しており、当社は平成22年１月に予定する店頭為替証拠金取引シ

ステムの全面刷新を控え、同部門の一層の強化を図っていたことから、両者のニーズが合致し、本吸収分割契約の締結に

いたりました。

　

２．会社分割の要旨

(1)会社分割の日程

分割契約締結　　　　　　　　平成21年10月16日

分割承認取締役会　　　　　　平成21年10月16日

分割予定日（効力発生日）　　平成21年12月７日

なお、当社及びばんせい山丸証券は、会社法第796条第３項及び第784条第３項に定める簡易吸収分割の規定によ

り、当社及びばんせい山丸証券の株主総会による承認の手続を経ずに実施する予定です。

　

(2)分割方式

　当社を吸収分割承継会社、ばんせい山丸証券を吸収分割会社とする吸収分割であります。

　

(3)分割に係る割当ての内容

本分割の対価は無償とし、分割承継資産等の代わりとなる金銭等を交付いたしません。

　

(4)分割対価の算定根拠等　

ばんせい山丸証券は、店頭為替証拠金取引事業からの撤退を予定し、事業の規模、撤退費用等の観点から協議を行っ

た結果、本分割に係る承継資産等を当社が無償により承継することといたしました。

　

(5)承継により増加する資本金等　

承継による資本金の増加はありません。

　

(6)分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い　

ばんせい山丸証券は新株予約権を発行しておりますが、本分割によるこの取扱いに変更はございません。なお、ばん

せい山丸証券は新株予約権付社債については発行しておりません。

　

(7)承継会社が承継する権利義務の内容　

当社は、本吸収分割の効力発生日時点における店頭為替証拠金取引事業に係る資産及び負債のうち、主として顧客の

口座に係る権利義務及び資産、負債を承継いたします。なお、雇用契約の承継はございません。

　

(8)債務履行の見込み　

効力発生日以降における当社及びばんせい山丸証券が負担すべき債務については、履行の見込みに問題がないもの

と判断しております。　

　

EDINET提出書類

インヴァスト証券株式会社(E03821)

四半期報告書

51/56



　

当第２四半期会計期間

（自　平成21年７月１日

　　至　平成21年９月30日）　

３．分割当事者の概要（平成21年３月31日現在）　

商号　　　ばんせい山丸証券株式会社

代表者　　代表取締役　藤井　史郎

住所　　　東京都中央区新川一丁目21番２号　茅場町タワー

資本金　　1,558,250,000円

事業内容　金融商品取引業

業績　　　平成21年３月期

　営業収益  　2,720百万円

　経常利益 　　  45百万円

　当期純利益 　　  38百万円

　資産合計 　15,352百万円

　負債合計 　 8,027百万円

　純資産合計 　 7,324百万円

　

４．承継する事業の概要　

(1)承継する事業内容　

店頭為替証拠金取引部門に係る事業　

　

(2)承継する事業の経営成績（平成21年３月31日現在）　

営業収益 8百万円　　　

　　　

(3)承継する資産、負債の状況（平成21年３月31日現在）　

資産　
金額

（百万円）　
負債　

金額

（百万円）　

　流動資産 84　　流動負債 84　

　固定資産 ―　 　固定負債   　―　　

　 　 　純資産 ―　

　合計 84　　合計 84　
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２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年11月７日

インヴァスト証券株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 浜田　正継　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 出口　賢二　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているインヴァスト証券株

式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第50期事業年度の第２四半期会計期間（平成20年７月１日から平

成20年９月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半期財務諸表、

すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。

この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明

することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、インヴァスト証券株式会社の平成20年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了

する第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を適

正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　（注）１ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２　四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年11月10日

インヴァスト証券株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 浜田　正継　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 出口　賢二　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているインヴァスト証券株

式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第51期事業年度の第２四半期会計期間（平成21年７月１日から平

成21年９月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期財務諸表、

すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。

この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明

することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、インヴァスト証券株式会社の平成21年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了

する第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を適

正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　（注）１ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２　四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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